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総務文教常任委員会会議録 

                       

令和７年１２月１９日（金） 

  

令和７年１２月１９日（金）午前１０時００分から総務文教常任委員会を第一委員会室に招

集した。 

 

○ 出席した委員は、次のとおりである。 

  委 員 長  平塚  悟    副委員長  土屋 憲一 

  委  員  丸山 国一          小林真理子 

相沢 俊行          佐藤 浩美 

        佐藤 照幸          橋爪 孝裕 

山賀 沙耶 

○ 欠席した委員 

  なし 

○ 委員以外で出席した者は、次のとおりである。 

  なし 

○ 説明のため出席した者は、次のとおりである。 

政策秘書課長   丹澤 英樹 

総 務 課 長   志村 裕喜 

財 政 課 長   田口  俊 

会計管理者   奥山  清 

市 民 課 長   河村  敬 

建 設 課 長   野田 一寿 

教育総務課長   清水  修 

生涯学習課長   小林 好彦 

政策秘書課   新田 照人   笹本 正和   廣瀬  亮 

総 務 課   武井 一徳   高石 宏満   磯谷 多恵   樋口  透 

財 政 課   森 なおみ   中村 明博 

市 民 課   早川  崇   齊藤 梨絵 



－２－ 

建 設 課   田村 俊彦 

生涯学習課   田辺 秀典   八巻 一也   後藤みすず   入江 俊行 

三谷 町子   古屋美智留 

          

○ 職務のため出席した者は、次のとおりである。 

  議会事務局  書記 姫野 敏樹  清雲 敬祐 

○ 会議に付された案件は、次のとおりである。 

議案第８０号 甲州市職員給与条例及び甲州市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

       関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第８１号 甲州市長等の給与及び旅費条例及び甲州市教育委員会教育長の給与等に

       関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第８２号 甲州市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

       る条例制定について 

議案第８３号 甲州市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

議案第８４号 甲州市行政組織条例の一部を改正する条例制定について 

議案第８５号 甲州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

       する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例制

       定について 

議案第９３号 請負変更契約の締結について 

議案第９６号 甲州市Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者の指定について 

 

〔開会 午前１０時００分〕 

○ 委員長（平塚 悟君）  初めに、議会広報編集委員会から撮影の申出があり、これを許

可しておりますので、ご承知おき願います。 

   ただいまの出席委員９人、定足数に達しておりますので、総務文教常任委員会を開会い

たします。 

────────────────────────────────────────── 

議長挨拶 

○ 委員長（平塚 悟君）  議長が見えておりますので、挨拶を受けます。 

○ 議長（相沢俊行君）  皆さん、改めておはようございます。 
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   当局におかれましては、連日の準備、それから答弁等、大変ご苦労さまでございます。 

   本委員会に関しまして、付託されました議案を中心にして、市民のために慎重かつ十分

な審議をぜひよろしくお願い申し上げます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ありがとうございました。 

────────────────────────────────────────── 

開 議 

○ 委員長（平塚 悟君）  これから本日の会議を開きます。 

   本日の議題につきましては、12月５日の本会議において当委員会に審査を付託された条

例案６件及びその他案件２件の審査をお願いいたします。 

   また、審査終了後のその他の案件につきましては、事前に質問をいただいておりますが、

追加の質問がある委員は、この後、最初の休憩中に、私、委員長へ申出をお願いいたし

ます。 

────────────────────────────────────────── 

議案第８０号 

○ 委員長（平塚 悟君）  初めに、議案第80号 甲州市職員給与条例及び甲州市会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、を議題

といたします。 

   当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（平塚 悟君）  説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  確認ですけれども、職員の給料が上がるということは、大変喜ば

しいことなのですけれども、会計年度任用職員も当然４月に遡及して給与が上がるかと

いうことが一つと、それから会計年度職員も、期末手当、勤勉手当とも一般職員と同様

ということでよろしいでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えいたします。 

   会計年度任用職員につきましても、一般行政職と同様に、給与、それから期末勤勉手当

につきましても同様の措置といたします。もちろん４月１日に遡及をしてという形にな
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ります。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  ありがとうございます。 

   それからもう一点、ちょっと私がよく読めないところがあるのですけれども、この最初

の条例の改正の議案第80号の12ページに、第２条というところで、第29条第２項中、100

分の127.5を100分の126.25に、というところなのですけれども、そこは127.5のほうが高

いわけだから、そこの部分は低くなるわけでしょうか。そして、これはどこに適用され

るのでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えいたします。 

   委員お尋ねの件につきましては、期末勤勉手当の支給の月数のことだというふうに思い

ますけれども、今現行が4.6月支給しているものが、この改正によりまして4.65月、0.05

月分が増加となる部分でございまして、それを12月期のみで本年度は支給をする形になり

ますので、期末手当が1.275、勤勉手当が1.075に変更になりまして、それぞれ0.025月分

を今よりも上乗せしているという形になります。合計で0.05月分を上乗せするという形に

なりますので、減額しているわけではなく、期末勤勉手当が0.05月分増額になるという内

容でございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０８分 

─────────── 

再開 午前１０時１０分 

○ 委員長（平塚 悟君）  再開いたします。 

   佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  すみません、分かりました。理解しました。ありがとうございま

す。 

○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

   ほかに質疑はございますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ないようですので、議案第80号についての質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。議案第80号については、原案のとおり可決すべきものと決するにご
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異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご異議がないので、さよう決しました。 

────────────────────────────────────────── 

議案第８１号 

○ 委員長（平塚 悟君）  次に、議案第81号 甲州市長等の給与及び旅費条例及び甲州市

教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について、を議題と

いたします。 

   当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（平塚 悟君）  説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  質疑がないようですので、議案第81号についての質疑を打ち切

ります。 

   お諮りいたします。議案第81号については、原案のとおり可決すべきものと決するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご異議がないので、さよう決しました。 

────────────────────────────────────────── 

議案第８２号 

○ 委員長（平塚 悟君）  次に、議案第82号 甲州市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定について、を議題といたします。 

   当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（平塚 悟君）  説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  質疑ではないので、休憩をお願いします。 
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○ 委員長（平塚 悟君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１７分 

─────────── 

再開 午前１０時１９分 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、再開いたします。 

   改めて、議案第82号についての質疑はありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑はないようですので、議案第82号についての質疑を

打ち切ります。 

   お諮りいたします。議案第82号については、原案のとおり可決すべきものと決するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご異議がないので、さよう決しました。 

────────────────────────────────────────── 

議案第８３号 

○ 委員長（平塚 悟君）  次に、議案第83号 甲州市印鑑条例の一部を改正する条例制定

について、を議題といたします。 

   当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（平塚 悟君）  説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、ほかに質疑はないようですので、議案第83号についての

質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。議案第83号については、原案のとおり可決すべきものと決するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご異議がないので、さよう決しました。 

────────────────────────────────────────── 
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議案第８４号 

○ 委員長（平塚 悟君）  次に、議案第84号 甲州市行政組織条例の一部を改正する条例

制定について、を議題といたします。 

   当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（平塚 悟君）  説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  農林振興課から移管される農林業の基盤整備の部分については、

畑地帯総合整備事業も含まれるのですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   委員お見込みのとおりでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  そうすると、農林振興課の今まで管理されていた農業委員会の、

この畑総事業は、農業委員会も少し絡んだりもするのではないかなと思うのですが、そ

ういうところはどういうふうに分けていく考えなのでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   確かに農業委員会が畑総事業と全く無関係ということはございませんけれども、基本的

には畑総事業というのは県の事業で、それの水路整備ですとか道路整備ですとか圃場整

備というのは土木的な色合いが非常に濃いところです。ですので、道路管理、水路管理、

こういったものに関する部分のほうが非常に大きいものですから、建設課と一緒にした

ほうが効率的であるというところで、もちろん農業委員会と全く無関係ではないので、

連携は取らないとならないのですけれども、それは課の垣根を飛び越えてでも連携をす

べきところは連携してやっていくべきところだと思います。この移管によって畑総事業

の事業自体が滞ったりとか、そういうことはないというふうに考えております。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  建設課のほうでも、私も要望に、いろいろ聞いてきたところの

話などを持っていくときに、それは農道です、では、向こうですということはよくあっ
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たので、建設課で一本管理できるのはいいように思えるのですが、農業委員会の絡みが

ちょっと、農林振興課は農業委員会を持っていて、畑総の農業の農道などの基盤整備は

建設課というと、ちょっとそこの連携って、なかなか、今までの行政組織を見ていくと

縦割りということが大変多く感じられるところもあったので、今の話だけでは、垣根を

飛び越えてやっていきますというお話ですが、どういうふうに連携を取っていくという、

もう少し具体的に今考えているあたりをお聞かせ願えますか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  農業委員会は、基本的には農地の管理、これが一番の大

きな業務になってくると思います。一番の大きな仕事は、毎月、農業委員さんによって

農業委員会が開催されるのですけれども、農地の貸し借りですとか農地の売買、農地転

用とか、そういったものを審議する、それが正しいかどうか。それから開発に絡んで、

こういった開発によって農地が転用されるときに、それが規定どおりであるのかどうか、

それを県の峡東農務事務所と連携を取りながらやっている、それが一番大きな仕事であ

ります。あともう一つは、農業振興地域という第１種農地ですね、これに指定されてい

るものを除外したり、そういった業務、こういったものが主なものになってきますので、

畑総事業の部署と切り離して、業務自体にそういう大きい支障が出たりするということ

はなかなか考えづらい状況ではあるのですね。 

   それともう一つ、委員さんもおっしゃいましたが、私も農林振興課長をやっていたとき

に感じたところではあるのですけれども、市民の方にとっては、この道路が農道である

か市道であるかというのはあまり関係なくて、ここを直してほしい、あそこを直してほ

しいという、そういう要望をいただいたときに、これは市道なのだろうか、農道なのだ

ろうかという、まずそこから始まっているところがちょっと組織的にも市民サービス的

にもよくないということは感じました。そういった思いもございまして、今回このよう

な形にさせていただいたところです。よろしくお願いいたします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  丹澤課長も以前こちらに、農林振興課にいらっしゃったことも

あるので、そこのちょっと難しさも感じておられたのだと思います。道路とか、そうい

う整備事業、水路についても一貫して建設課のほうで全部管理していくというのはいい

と思うのですが、甲州市のやはり第１次産業、もう本当に基幹産業として農業というと

ころを考えたときに、本当にこの機構改革で、農地の整備であるとか畑総事業だとか、
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ちょっと農業政策とその整備事業を別の課でやるというのはどうなのかなと私は今大変

思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  意見としてでいいですか。 

○ 委員（小林真理子君）  はい。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑は。 

   佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  都市整備課という新しいものの中に住宅に関することというのが

あるのですけれども、これまでの環境課で所管していた空き家、それから政策秘書課所

管の空き家バンク、こういうものが一つの部署に集められるという考え方とは、これは

そういうふうではないということですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   これまでも議会の中でご指摘もいただいた部分でもございますけれども、空き家に関す

る管理を一元化に向けて、今回もそこは意図するところになっておりますので、管理的

なものは一元化をしたいとは考えて、このような形にさせていただいたところでござい

ます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  ありがとうございます。 

   ということは、都市整備課で空き家の問題を一元化して管理する、管理というか、どこ

で空き家のことを一元化してやっていくということになるのかをお聞かせ願いたいと思

います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   これで条例をご議決いただきましたら、この下に市の行政組織の規則がございまして、

非常に細かな各課の分掌などが定められているところなのですけれども、今度はご議決

いただいたところでそちらを整備して、実際に運用していくという形になります。その

中では、都市整備課が空き家の関係を一元化するような方向では今現在のところは考え

ているところです。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  分かりました。では、整備していただいて、細かいところも十分



－１０－ 

考えていただいて、そちらで所管していただくようにお願いします。 

   今、環境課で進めている空き家の計画、何でしたっけ、この今年度末にまとめるものを

持って都市整備課のほうへ行くということになるのかなというふうに思いますけれども、

ぜひ空き家の一元化、積極的に進めていただきたいことをお願いいたします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑はございますか。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  都市整備課の新設とあるのですが、都市整備課は前にもあって、

それが建設課にくっついて一緒になって、また今度、都市整備課に分けるという、前の

ときの行政改革の機構改革のときにも、ちょっと都市整備課は都市整備課で残したほう

がいいのではないかということを私も意見で言った覚えがあるのですが、立地適正化計

画をつくるために都市整備課として残したほうがいいと言った覚えがあるのですが、今

回、その後、建設課にくっついて、本当によくやっていただいたなと思って、建設課の

皆さん、大変なところを、都市整備もしたり立地適正化計画もつくったり、しっかり基

盤整備も行っていただいたり、よく動いて、いいように動いたなと私は感じていたので

すが、今回何で分けなければいけなくなったのかなと。ちょっと問題があったのでしょ

うか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  こちらにつきましては、委員ご指摘のとおり、立地適正

化計画、こちらのほうを今度推進する段階となりました。この中でもキーワードになっ

てくるのが、コンパクト・プラス・ネットワークですとか、都市機能を集約された部分

と、それから居住地域をどのようにつなぐかというところも今後は考え方として必要に

なってくると。それを実現するための体制としては、新たに都市整備課を設けて進めた

ほうがいいという結論になったところでございます。 

   過去にも確かに、都市整備課のみならず、市民課ですとか、そういったものも機構改革

でくっついたり離れたりというのもあるのですが、私も、機構改革、今回初めて携わっ

て思ったのですが、そのときそのときの状況に応じて組織の形を変えていくというのは

必要なことであるというふうに感じておりまして、今回も２月に課長、リーダーに現場

の意見というのを聞いて、それを吸い上げた結果、現時点では今度こうするのがベスト

であろうという結果を導き出したものでございます。 

   以上でございます。 
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○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  立地適正化計画も、私も一般質問をして、ようやく進んで策定

までいったというのを、本当によく頑張って、大変な計画なのによく努力されたなと思

っています。 

   それで、立地適正化計画で一番大事なのは、公共交通をどういうふうに考えていくかと

いうところだと思うのですが、そこが今度、都市整備課のほうに入ってくるというのは、

やはりいい取組だと思います。都市整備全体としてどういうふうに公共交通を考えてい

くかというのは、別の部署でやるものではないので、そこはいいと思います。 

   ただ、やはりさっきの農林業の基盤整備が建設課で、本当に農業政策と基盤整備が分か

れるというのはいいことなのかなと、ちょっとそこは疑問です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご意見としてでいいですか。 

○ 委員（小林真理子君）  はい、いいです。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑はございますか。 

   丸山国一委員。 

○ 委員（丸山国一君）  先ほどの空き家関係ですけれども、以前からも「空き」というも

のがつく課題が、農地もありますし、店舗もありますし、そういったものもある程度一

元化していかないと、市民というより、移住されたり、いろいろ甲州市に来て興味を持

っていただく、そうした方々に対応する連携をしっかり取ってやらないと、なかなか分

散して、来られた方があっちへ行ったりこっちへ行ったりという状況になりかねないと

いう提案もしたと思いますけれども、その辺は庁内でこの後は合同会議等をしてしっか

りと連携を取っていくのかなと思いますけれども、その辺についての話合いもしっかり

してあるかどうか、その辺を確認します。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   ご指摘のとおりでございます。私の記憶ですと、委員さんのご提案は、空き店舗も全て

ひっくるめて一元化というご提案をいただいていると記憶しておりますが、その点につ

きましても検討させていただいたのですが、検討の結果、今回は空き店舗については観

光商工課のほうに残すという結果となりました。ただ、ご指摘いただいた部分はごもっ

ともですので、しっかりした連携を取っていかねばならないというふうに考えていると

ころでございます。 
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○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

   ほかに質疑はございますか。 

（発言する者なし） 

○ 副委員長（土屋憲一君）  委員長を交代いたします。 

   続いて審議を行っていきますが、発言をお願いします。 

   平塚委員長。 

○ 委員長（平塚 悟君）  新設される予定であるこの施設管理課のことでちょっとお伺い

したいと思います。 

   公共施設の総合管理計画の中で、特に今後、統廃合等も含めて、それから廃止をすると

いうところもあると思うのですが、これまでも現状でも、学校施設等も含めて、所管課

から普通財産に戻ると、一応現状だと財政課が担当する。 

   けれども、その利活用という部分ですね、今後の利活用であったり統廃合、廃止をして

いくとか、そういった判断が、結局は庁内のマネジメント会議が開かれているというと

ころですけれども、ここが今度、施設管理課となって、この財産管理に関することとい

うのを所管していくとなると、今後の利活用であったり、そこをもっと主導的にやって

いくという認識でいいのでしょうか。立案も含めて、例えば学校の跡地を活用するとか、

そういったことを、主導的に意見をまとめて公共施設のマネジメント会議等にかけてい

く、こういう認識でよろしいのか、それをお伺いしたいと思います。 

○ 副委員長（土屋憲一君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   委員のおっしゃるとおりでございまして、施設管理課を新設するということで、今後、

財政課の中でやっていたものの施設管理というのを、なかなか進みづらかった部分もあ

ります。 

   先ほども申し上げましたが、課長、リーダーの意見というのを２月に聞いたときの中に

も、財政課の中に施設管理があると、やはり施設管理で、廃止して潰したりするのもそ

うなのですけれども、いろいろ予算的な部分、お金がかかる。ただ、片や一方で、財政

担当は、支出をなるべく抑制して、うまく組織全体のお金をやりくりしていかなければ

ならないというところがありまして、同じ課内なのでなかなか施設管理のほうにお金を

かけづらいというか、この予算を削らなければならないといったような議論をしたとき

に、どうしてもそこに手がかかってしまって、なかなかうまく進みづらいという生の現
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場の声もあったところです。 

   そういったところから、それでは施設管理を今後どのように積極的に行っていくかとい

うところから、このような形を取らせて、財政課と分けて新設をするという結論に至っ

たところでございます。 

○ 副委員長（土屋憲一君）  よろしいですか。 

   平塚委員長。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ありがとうございます。その件は承知いたしました。 

   あともう一点お伺いしたいことが、これまで市民課が、非常に所管事務が多い状況だっ

たと思います。それを総務課であったり、今度新設の都市整備課のほうに分散していく

中で、やはり市民の窓口としての市民課という認識が、私は非常にあるのかなと思いま

す。やはり市役所庁舎に入って１階の入り口で、あの場で例えば市民バスやデマンドバ

スの回数券の交付とかフリーパスとかを購入するというのもあそこで行ってきたと思い

ます。そういったことも含めて、変わっていく、今度、市民にとっては、２階まで来て

いただいてその交付を受けるとか、利便性は前よりも少しご負担をかけてしまうのかな

という気もします。 

   行政組織を改編していく中で、やはり市民福祉の面というのはしっかりと守っていただ

いた上で所管を移管していくという考えだと思いますけれども、その公共交通ですね、

先ほど小林委員からは、都市整備と一体的に公共交通を考えていったほうがいいという

ご意見もありましたけれども、どうして今回は市民課から、市民福祉という立場からす

ると、公共交通、市民バスに関すること等を都市整備課のほうに持っていったのか、そ

このところを詳しく説明をいただきたいと思います。 

○ 副委員長（土屋憲一君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   先ほど小林委員に答弁した部分とも重なるところでございますけれども、立地適正化計

画に基づいて、これを推進する体制として、公共交通も同じ都市整備課の中にあったほ

うがベストであろうというところからさせていただいたところでございます。 

   確かに委員ご指摘のとおり、部署が替わると、窓口にいらっしゃった市民が、今までこ

こで済んでいたものが、２階へ行かなければならないとか、そういった不具合と言った

らおかしいですけれども、そういった影響も出ることは承知しておりますけれども、な

るべくそういったものを、この組織改編によって市民への影響が少ないように、職員一
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同対応していかなければならないという認識は持っております。よろしくお願いいたし

ます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、委員長を交代いたします。 

   佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  すみません、新旧対照表を見ているのですけれども、市民課で行

っていた消費者行政に関することは、今度はどこに行くのか伺いたいと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   これにつきましては、条例のご議決をいただいた後、規則の中で、どの組織に持ってい

くかというのは考えていかないとならないところなのですけれども、条例をここで議案

として上程するときに、どのような形で上程するかというのを例規審査会という審査を

経て、この議案で上げると。その議論の中で、消費者行政というのが、規模的にほかの

条例にうたっている業務と一つ突出して細か過ぎるというか、もう少し大枠でほかのと

ころは言っているので、それで合わせたのですね、何ていうのでしょう、条例上の表現

を合わせたというか。 

   ですので、消費者行政をなくすとか、そういうところではございませんので、しっかり

もちろん残るのですけれども、条例、この議案からは文言が消えて、なくなってしまう

ような印象もあると思いますが、そういったことではございませんので、ご承知いただ

きたいと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  もちろんなくされるととても困ると思うのですけれども、でも市

民課の扱いではなくなるということでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   そちらにつきましては、現在調整中ですので、はっきりしたことはちょっとこの場では

申し上げられないのですが、先ほども申し上げたとおり、ご議決いただいた後に行政組

織規則を検討していきますので、その中で定めたいと思います。候補としては市民課か

あるいは総務課かというような形になってくるのかなとは思っておりますけれども、そ

れは調整をさせていただきます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 
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○ 委員（佐藤浩美君）  市民課は、あそこの入り口で、市民が来てすぐに、窓口中の窓口

のような形でやっていただいているということで、大変、市民にとっては重要な場所だ

と思うのですね。 

   それで、一般の市民が市役所に来て、あそこから入る、先ほど委員長もおっしゃってい

ましたけれども、そこでいろいろなことが、転入手続とか、そういうことから始まって、

いろんな消費者相談があって、そして税金のことも聞いて、そして最後、福祉のところ

まで一連の、１階でみんな済むというか、市民にとってはそういう、２階までわざわざ

行かなくても、そういうフロアで完結するというような考え方もあるかと思うので、私

としては、消費者行政は市民課にお願いしたいというふうには思いますけれども、そん

な市民目線のこと、市民目線というか、市民が、特にお年寄りですとか弱者が行ったと

きに、どういう動線かということもお考えいただきながら所管を考えていただきたいと

いうことを要望します。 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、意見ということで、よろしくお願いします。 

   ほかに質疑はございますか。 

   相沢委員。 

○ 委員（相沢俊行君）  今回の組織編成の変更ということで、先ほど来、るる質問が相次

いでいるところなのですけれども、市民から見た場合に、新しい都市整備課が所管する

事業内容が、なるべく、先ほどの空き家に関わる対策の部分ですね、都市整備課が担当

されるというふうなことに象徴されるように、これまで従来と違うということが年度替

わりのときに行われるのですよね。これは、繁忙期にちょうど入るわけでして、その部

分で、市民の側から見た場合に、市役所を利用するという観点では、少しく混乱が生ま

れないかなと心配するのですけれども、新しく新設されるこの都市整備課の所管する事

務内容ですね、どのように市民に周知していくお考えなのか、その辺をお尋ねします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   過去の組織の改革をしたときもそうだったのですが、このような組織に変わります、執

務場所も変わりますというようなお知らせというのは、ホームページと、それから広報

ですね、これによってお知らせをしたいと思います。また、１階には総合案内の窓口も

ございますので、そちらには連携して、３月31日まではこうでした、４月１日からこう変

わりますということも、市民の方に分かりやすいご案内をするように気をつけていきた
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いと考えております。 

○ 委員長（平塚 悟君）  相沢俊行委員。 

○ 委員（相沢俊行君）  要望ですけれども、新しい課ができるのは、ちょうどその部分に

合わせて、所管する事務が市民に分かりやすいような看板、ボードみたいなものもぜひ

工夫されることを要望いたします。 

   もう一点、質問ですが、先ほど都市整備課の新設の部分の説明の中で、課長がコンパク

トというふうな言葉を使われたと思うのですが、全体として、もう前から私も一般質問

等で賢く縮むというふうな観点でお話をさせていただいたのですけれども、これは、施

設管理の部分も含めて、全体として、この所管事務の内容が明らかになったところで、

全体としてこれは、ここを貫く底辺には、やはりコンパクトというふうなコンセプトを

少しく意識した上での今回の組織改編なのでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   まさにご指摘のとおりでございまして、令和４年でしたか、かなり課の個数を減らした

方向へ行ったのです。当然、委員がおっしゃいました賢く縮むという、今回の一般質問

では、有賀議員からもスマートシュリンクといったことを言われておりますけれども、

市の組織とて、そういう方向に向かわねばならないというふうには考えております。 

   その中で、施設管理課によって公共施設を今後どうしていくか、それから都市整備課の

コンパクトとネットワーク、公共交通を含めてですね、そういったものというのは、賢

く縮む、ベクトルが向いた方向の中の施策であるということは確かにご指摘のとおりだ

と思っておりますし、協議の中でも、そういったコンセプトの中で協議をさせていただ

いたものでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  相沢俊行委員。 

○ 委員（相沢俊行君）  大変分かりやすい説明で、ありがとうございました。了解いたし

ました。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑はございますか。 

   丸山国一委員。 

○ 委員（丸山国一君）  我々議会側から見ると、常任委員会のそれぞれの所管がまた精査

しなければいけないのだろうなと思います。二つの常任委員会でどのように精査して審

査をしていくか、付託をしていくかということもあると思います。そうしたことも、こ
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れは議会側もしっかり精査して、当局側もそれに協力いただいて精査していく。またが

る可能性もあるかもしれませんので、そうした審査に対しての対応もしていただきたい

なと思います。 

   それと、指定管理制度に関する事務ということで、これまでは政策秘書課等が関わった

り財政課が関わったりということですけれども、今後も所管というのは変わらないのか、

その部分はちょっと確認をさせていただく。これは事務に関することだけなのか、所管

はこれまでどおりの所管になるのか、その点だけ確認をさせてください。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丹澤政策秘書課長。 

○ 政策秘書課長（丹澤英樹君）  お答えいたします。 

   指定管理の業務については、この条例上ではちょっと見えないと思うのですけれども、

行政組織規則を検討する中で決めていきたいと考えております。現在のところ、新設す

る施設管理課に一元化する方向で考えておりますけれども、いずれにしてもご議決いた

だいた後の検討になってくると考えております。 

○ 委員長（平塚 悟君）  丸山国一委員。 

○ 委員（丸山国一君）  これまでの流れのことを考えて、所管の常任委員会等で審査をし

っかりしていたという流れもありますので、その部分も今後、この改正によって、分か

りやすく提案をしていただかないと、議会側の審査という、条例等の付託ということも

関わってきますので、その部分は分かりやすく、そして議会側とも相談をしながら対応

してもらいたいなと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  今、丸山国一委員から、まだ審査中でありますけれども、これ

が通った後で構いませんので、条例は議決ですけれども、その下の内部の規定ですか、

組織の規定等を変えたもので、改正したものをぜひ委員会、議会等にも出していただき

たいと思うのですが、そういったことは、志村総務課長、そういった改定後の情報とい

うのは議会側への提示ということは可能でしょうか、確認でお伺いいたします。 

   志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えいたします。 

   先ほど来、丹澤政策秘書課長のほうから申し上げております規則によって、細かな事務

はそれぞれの所管が決まってまいりますので、その規則が改定されたところでお示しを

させていただきたいと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  承知しました。そういう形でよろしくお願いいたします。 
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   ほかに議案第84号についての質疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ないようですので、議案第84号についての質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。議案第84号については、原案のとおり可決すべきものと決するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご異議がないので、さよう決しました。 

   ここで暫時休憩いたします。 

   再開を11時15分といたします。 

休憩 午前１１時０２分 

─────────── 

再開 午前１１時１４分 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第８５号 

○ 委員長（平塚 悟君）  次に、議案第85号 甲州市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例制定について、を議題といたします。 

   当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（平塚 悟君）  説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑はございませんか。 

   佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  すみません、住登外者とは、住民台帳に記録されていないという

ことなので、基本的に、市に帰ってくる人というか、具体的にどういう人のことを言う

のか教えてください。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えいたします。 

   住登外者の主な方につきましては、例えば固定資産税を課税するための納税義務者、市
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には住んでいませんが、甲州市内に土地ですとか家屋ですとか、そういう建物をお持ち

の方が主な方となります。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  この住登外者の宛名番号というのが複数ある場合というのは、

もう現状として何人かそういう対象の方はいるのですか、今からですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えをいたします。 

   先ほど固定資産税の納税義務者を例に出しましたけれども、固定資産税につきましても、

幾つか土地建物をお持ちの方は当然いらっしゃいますけれども、それは名寄せがされて、

一つの番号に土地建物がひもづけというか、その１人の方にまとめて、一つの番号で管

理されるような形を取っております。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  ちょっと検索をして、朝霞市の例が出てきたので、そうすると、

もともと住んでいる町から付与されている番号があって、こっちに土地を持っていると

ころでも番号を付与されていてという場合がある。こういう場合というのは、今あるの

ですか、甲州市でも。それはない。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えをいたします。 

   宛名番号は、それぞれの市町村で割り振られているものでありますので、甲州市の番号

と先ほど委員が申された朝霞市が一致しているものではないということでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  ちょっとイメージとしては、どこにいてもこの人にはこの番号

ということになるというものでもないということですか。ちょっと私のイメージとして

は、どこにいても、私の番号はどこに行ったとしても一つしかないというふうに思って

いたのですけれども、そうではなくて、甲州市にいたら甲州市の番号があって、別の市

にもし土地があれば、そっちのほうの番号が別にあるのがこれからですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えをいたします。 

   これからの話ではなく、今もそれぞれの市町村で同一の方であっても宛名番号が付番を

されております。ただし、ご承知のとおり、マイナンバーにつきましては１人に一つと
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いう形です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

   ほかに質疑はございますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ないようですので、議案第85号についての質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。議案第85号については、原案のとおり可決すべきものと決するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご異議がないので、さよう決しました。 

────────────────────────────────────────── 

議案第９３号 

○ 委員長（平塚 悟君）  次に、議案第93号 請負変更契約の締結について、を議題とい

たします。 

   当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（平塚 悟君）  説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  確認だけさせてください。工期は変更なく、年度末にしっかり

完成するということでよろしいですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  田口財政課長。 

○ 財政課長（田口 俊君）  お答えいたします。 

   今回は金額のみの変更でございます。工期は最初の設定どおりでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑はございますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ないようですので、議案第93号についての質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。議案第93号については、原案のとおり可決すべきものと決するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご異議がないので、さよう決しました。 
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────────────────────────────────────────── 

議案第９６号 

○ 委員長（平塚 悟君）  次に、議案第96号 甲州市Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者の

指定について、を議題といたします。 

   当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（平塚 悟君）  説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  指定管理料については、30条で年度協定によるということをご

説明いただいたのですが、募集時に一応年度でどのくらいずつお支払いしていくという

のは示されているかと思うのですが、それは答えられないですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 

   先ほど総額で１億5,100万円というお話をさせていただきました。基本的な考え方とし

ましては、単年度で塩山Ｂ＆Ｇが2,450万円、勝沼Ｂ＆Ｇが570万円、それぞれの５年分の

合計が総額の上限額となります。 

   ただ、令和８年度につきましては、塩山Ｂ＆Ｇにおきまして、今年度実施設計をしてお

ります大規模改修工事を予定しておりますが、現時点では詳細な工事内容はまだ確定し

ておらず、また必要な予算の議決もいただいておりませんので、今後、改修工事の内容

を精査しながら協議を行い、このご議決をいただいた後、詳細な協議を行う中で、今後

のスケジュール等も考慮する中で、先ほども申し上げたとおり、令和８年度の年度協定

の中で決定してまいりたいと思います。ですので、基本額は決まっておりますが、８年

度については今後大きく変わる予定があります。ただ、限度額は超えないという考え方

でおります。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  ご説明ありがとうございます。よく分かりました。改修工事も

予定されているということも本会議でも答弁があったりしたので、ちょっとどのくらい

の工事になるか未定ですが、またそれも考慮しながらということで、分かりました。 

   指定管理料の５年間分を前の令和８年から12年までの５年間と比較すると300万円くら
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い低く抑えられているのですが、これはどういった要因があったのでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 

   指定管理料につきましては、現行の株式会社フィッツさんとその辺の話もする中で決め

たものでございますが、当然、様々な物価高騰ですとか人件費が上がっていたりという

部分があって、上がるのかなということを当局側では想定をしておりましたが、株式会

社フィッツさんのほうで自主事業に力を入れる中で、必要な額というものをお示しして

いただいたところでこのような額になりましたので、そこは株式会社フィッツさんに頑

張っていただくということで抑えることができたと、そういう状況であります。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  大変すばらしい指定管理者で、長いこと管理していただいて自

主事業もそれだけうまくいくという自信があるということは大変すばらしい施設だと思

いますので、ぜひ株式会社フィッツさんに頑張っていただきたいと思います。 

   あともう一点気になるのが、この基本協定書の19条で、修繕のほうはその上の条のほう

にあるのですが、修繕、大体30万円未満は自分で直すということはどの協定書でもそうな

のですが、この19条でちょっと気になったのが、乙が必要な備品を１件当たり10万円未満

の場合は乙が負担するが、10万円以上になった場合になぜ市が負担するというふうにした

のでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 

   基本的には、備品は市のものを使っていただくということでやっていく。指定管理期間

が終わっても、それは当然、市に帰属するということで、もともとあったものを使って

いただいている部分もありますので、その上で、それが駄目になったとか、買い替えな

ければならないというような場合は、当然10万円を超えるものについては市が責任を持っ

て用意して、それを使っていただくと。繰り返しになりますが、指定管理期間が終わっ

た場合は、それは当然、市のものとして帰属させるという考えのもとでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  指定管理の協定書を、いろいろ私も見ているので、甲と乙があ

りますが、甲が用意するのが備品Ⅰ種で、乙が用意するのがⅡ種なのですね、備品の。

このⅡ種の備品を調達するときに、新たに必要な備品については、１件10万円未満の場合
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は乙が負担。Ⅱ種というのは、指定管理者が必要であって指定管理者が用意する備品で

あって、これは10万円を超えた場合はなぜ市が用意するのか。 

   さっきの課長の答弁で、もちろん甲が、市が持っているもともとの備品をちょっと買い

替えなければいけないという場合は市が負担するというのは当然分かるのですが、理解

できるので、この乙が用意したものについて10万円を超えた場合、これは、前の協定書に

はないのですね。今回、この10万円というのが出てきたので、なぜこれが出たのかを知り

たいです。 

（「休憩お願いします」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３８分 

─────────── 

再開 午前１１時３９分 

○ 委員長（平塚 悟君）  再開いたします。 

   小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 

   ただいまご指摘のありました点につきましては、基本協定書自体がほかの指定管理施設

との重なる部分もございまして、最終的にその備品をどちらに帰属するかということの

確認もございますので、ちょっとお時間をいただきまして、後ほど間違いのないように

改めてお答えをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  休憩いたします。 

休憩 午前１１時３７分 

─────────── 

再開 午前１１時３９分 

○ 委員長（平塚 悟君）  再開いたします。 

   ほかに議案第96号についての質疑がございますでしょうか。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  先ほどの答弁の中にあった自主事業というのは、どういうもの

を予定しているのか、提案があったのか、お願いします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 
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   まず、収入に係る一番大きなものは、スイミングスクールの事業です。これはご承知の

とおり、小中学生を対象にやっていて、これが一番大きなものですけれども、それ以外

に提案書の中では、青少年育成事業ということで、子どもたちを対象にした体力づくり

の機会を提供する事業ですとか、健康増進事業ということで、やはり成人を対象にした

健康スポーツ教室、それからＢ＆Ｇ財団が推進する各種の事業ということで、水の事故

ゼロ推進運動ですとか、そういったものを随時やっていきたいということになっており

ます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  分かりました。 

   小中学校が学校の水泳の教室でプールを利用させていただいていると思うのですが、そ

の際の利用料というのはどういうふうになっているのでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 

   今、委員がおっしゃったように、市内の小学校においてプールの授業をお願いしている

部分がございますが、これにつきましては、教育委員会のほうから委託料をお支払いし

て、それで授業をやっていただいている、そういう状況でございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑はございますか。 

   橋爪孝裕委員。 

○ 委員（橋爪孝裕君）  すみません、34条のところで利用料金のことが記載されているわ

けですけれども、この文面で、以前からほかの指定管理の協定書でも同じように記載が

あるわけですが、利用料については、その収入を乙の収入として収受することができる

と記載があるのですけれども、利用料を収入源として計上することができるという意味

ではないと理解しているのですけれども、この34条の書き方というか記載の仕方が、自分

が前にいた勝沼健康福祉センターにも同じような記載があるのですが、初めてこの条項

を見たときに、指定管理を受けている団体の利益になるというふうに理解もできたので

すけれども、実際は、運営にこの収入も充てているというのが実際だと思うのですが、

この書き方が、何か、収受することができるというのは、利用料を一旦受け取ることが

できるというだけということの理解かと思うのですが、日本語の難しいところかとは思

うのですが、指定管理を受けている団体の収入になるわけではないという理解でよろし

いか確認です。 
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○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 

   ちょっと分かりにくい部分があったかと思いますが、あくまでも収受して、それはそこ

の団体の、ここでいいますと株式会社フィッツの収入として受け取っていただいても大

丈夫ということで、ですので、この施設を管理運営していくために、市からの指定管理

料と、それから一般の人がプールを利用したときの利用料は、全て株式会社フィッツの

収入とすることができる。その中で管理運営をしていっていただきたいということで、

ですので、先ほどの自主事業にも関連してきますけれども、頑張って人をたくさん呼び

込めば、その分収入が上がって、それを株式会社フィッツの利益としてもそこは構わな

いという考え方でやっております。 

   必要最低限な指定管理料はお払いしますけれども、あとは自分たちの努力になっており

ますので、あくまでもプールの利用料は、市の歳入にはならずに、これは地方自治法、

それから市の条例でもはっきりうたっておりますので、指定管理者の収入ということに

なるものであります。これは以前からもこの形態を取っておりましたし、以前、社会福

祉協議会さんにお願いしていた勝沼健康福祉センターの利用料もそのような形だったと

思います。 

   以上です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  橋爪孝裕委員。 

○ 委員（橋爪孝裕君）  分かりました。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑は。 

   橋爪委員。 

○ 委員（橋爪孝裕君）  収入としてよろしいということになっているということの回答だ

ったと思うので、そのとおりであれば結構ですが、勝沼健康福祉センターの例を言うと、

収入としますけれども、運営費に全てを充てるという前提でやっていましたので、私が

いたときの社会福祉協議会がやっている勝沼健康福祉センターの利用料は、一切、社会

福祉協議会の会計には入れていませんでしたので、ちょっと確認をしました。 

   収受というのは、当時は、市に代わって受け取るということをしているというふうに私

は理解をしていたのですが、社会福祉協議会については純粋な民間団体ではない部分も

あるので、そういう扱いになるのかなというふうには理解はしていたのですが、本当の

民間、株式会社フィッツさんのような民間会社組織であれば、当然利益を上げるために
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指定管理を受けていると思うので、そうなるのかなというふうにも理解はしていて、こ

の収受という言葉がどう理解されているのかがちょっと確認したかったのです。 

   この場では以上で結構です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  あくまでも今回はこの議案第96号についてということになりま

すので、小林生涯学習課長の答弁のとおりということで承っていただければと思います。 

   ほかに質疑はございますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  先ほどの小林委員からの質疑の答弁がまだ調整できておりませ

んので、少し早いですけれども、ほかになければ、一度ここで休憩を取りたいと思いま

すが、皆さんよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、休憩といたします。 

   再開を午後１時といたします。 

休憩 午前１１時４９分 

─────────── 

再開 午後 ０時５８分 

○ 委員長（平塚 悟君）  それでは、再開いたします。 

   午前中に引き続き、議案第96号の小林委員からの質疑に対して、当局からの答弁を求め

たいと思います。 

   小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  よろしくお願いします。 

   まず初めに、先ほど他の指定管理施設の協定書との関連がありますとお話をさせていた

だきましたが、確認したところ、小林委員がご指摘の部分につきましては、Ｂ＆Ｇだけ

の規定でございましたので、先ほどのお答えはちょっと誤りがありました。申し訳ござ

いませんでした。 

   小林委員のご指摘の点につきまして確認をしました。Ｂ＆Ｇの管理運営に必要となる備

品につきましては、18条の甲が準備して貸与するもの、これがⅠ種ですね。19条のほうで、

乙が、株式会社フィッツが自分で用意するものということで、これがⅡ種になっており

ます。ここで新たに必要となる備品につきましては、一覧には載っていないのですけれ

ども、管理運営上必要となるもので、どちらが用意すべきなのかということについて、
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安価なものについては指定管理者が、10万円を超えるものについては市が用意することを

明らかにしたもので、株式会社フィッツとも協議をする中でこのような形になりました。

条文の書きかたについて、もう少し丁寧にしておけばよかったという思いもございます

けれども、お互いの話合いの中でこのような形になったものであります。 

   また、その備品の帰属についてですけれども、42条の第２号で、Ⅱ種の備品は、指定管

理期間終了後、原則撤去となっておりますけれども、協議において引き継ぐことができ

ますので、状況にもよりますけれども、撤去せず引き継ぐこととする、またはⅠ種の一

覧に加えることにより、次の指定管理者にはそこの用意は必要ないというような形にす

るということで、その状況により対応してまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  分かりました。けれども、この10万円というのを設けたのはど

んな理由からなのですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 

   まず、何か具体的なものを想定しているわけではなくて、やはりあまり高価なものにな

りますと指定管理者の負担になってしまうということで、あくまでも管理運営をしてい

く上で必要な備品ということですので、買ってくれと言っても、市がそれは必要ないと

なれば当然用意もしませんけれども、その金額の相互の話合いの中で10万円という線を引

いたものでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  では、指定管理者と協議して10万円というのを設けたというこ

となのですが、ほかの指定管理施設にはこういうのが全くなくて、乙が自分で用意する

となっているのですね。甲が用意するものは、もちろんⅠ種については甲が用意すると

いうことになっていて、このⅡ種のものについてはどんなに金額がかかっても乙が用意

する。 

   これを多分ほかの指定管理者が見ると、今後そういう協議をしていけばいいという、や

はりＢ＆Ｇは特別な理由があってこの10万円というのをつけているという明確な理由でな

いと、ちょっとここは、ほかの指定管理施設との整合性が図られなくなる。今回三つ出

ていますし、その特別な理由というのは何なのかというところをもう少しご説明いただ
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けますか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  Ｂ＆Ｇに関しては、何かこれまでも、例えばコロナ禍に

おける消毒の関係だとか熱を測る関係、どこが用意するかというのが、どちらがという

のが分からなかった部分もありますので、あらかじめ規定しておいたもので、これは私

の考えになりますけれども、この規定があるからほかの施設にということをおっしゃい

ましたけれども、基本協定自体が全く見直しができないわけではないと思いますので、

必要に応じてそこはできるのではないかなというふうにも考えております。何か特別な

理由があったということではないですけれども、あらかじめ、本当に必要な備品があっ

た場合はこうしましょうということを両者で話し合ったということであります。 

（「休憩」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時０４分 

─────────── 

再開 午後 １時０５分 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、再開いたします。 

   改めて、補足の答弁を求めたいと思います。 

   小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  基本協定の考え方につきましては、ガイドラインといっ

て一定の形が示される中で、それを基に各施設の必要性とか状況に応じて、それぞれが

市と協議をして定めたものでございますので、うちは株式会社フィッツと話合いをする

中で、この規定が必要だということで定めましたので、これがここにあるからほかのと

ころがという話とはちょっとまた、それぞれほかの指定管理者も協議をした上で協定を

結んでいるはずですので、そこにこれが影響を及ぼすとかということではないのかなと

いうふうに考えております。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  前回の令和２年12月に出たときのこの協定書にはやはりこの規

定はなくて、今回設けた理由というのは、何かやはりそれに関する事案があったという

ことでしょうか。10万円超えるようなもので、ちょっとこれは乙が負担するにはちょっと

というようなものがあったから今回こういうのを載せたのでしょうか。 
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○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えさせていただきます。 

   今、特に何か具体的なというところは把握しておりませんが、指定管理者、株式会社フ

ィッツさんの場合、県内で幾つも同じような施設で指定管理を結ぶ中で、こういう規定

が必要だということで話合いが持たれて、先ほども申し上げたとおり、真に必要な備品

であれば当然用意しなければならない。ただ、金額が高いとそこは指定管理者に負担に

なってしまうので、その10万円が適正かどうかというところは分かりませんけれども、ひ

とまずそこの10万円というところで両者で合意をして協定書を結んでいったということに

なっております。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  本当に今後の課題なのかなと思います。真に必要なものであれ

ば甲が用意すればいいだけの話であって、あえて乙が用意するものに10万円と書かなくて

も、それは、高額ですし、必要なものですから市で用意しましょうという話合いを、こ

の協定書を読めばできるので、なぜ乙のところにこの10万円というのをあえて入れたのか

というところは大変疑問が残るところであり、今後ちょっと考える必要があるのかなと

思いますので、ほかの施設のこともあるので、県内他市の状況を見ながら株式会社フィ

ッツさんとの協議でこれが出てきたということだとは理解しますが、ちょっとここに書

くのはどうなのかなと私は疑問があるので、今後きちんと検討していただきたいと思い

ます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  先ほども申し上げましたが、確かに条文の書きかたとし

ては適切でなかったかなと思います。ただ、両者で協議をして確認をしてございますの

で、ただ、次期指定管理の協定書を結ぶ際には、今ご指摘のとおり、もうちょっと丁寧

に書くべきだと思いますので、そこは次期には改めてまいりたいと思います。 

   他の指定管理施設につきましては、また、そこは我々がちょっと関われない部分もござ

いますが、こういったことがあったということで、そういう情報の共有はしていきたい

と思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

   ほかに質疑はございますか。 

（発言する者なし） 
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○ 委員長（平塚 悟君）  ないようですので、議案第96号についての質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。議案第96号については、原案のとおり可決すべきものと決するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ご異議がないので、さよう決しました。 

   以上で当委員会に付託された事件は全て審査を終了いたしました。 

   この後、その他の件に入ります。 

   ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時１０分 

─────────── 

再開 午後 １時１１分 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

その他 

○ 委員長（平塚 悟君）  これよりその他の件について質疑を行います。 

   お手元の配付いたしました資料のとおり進めてまいりたいと思います。 

   まず初めに、甲州市のホームページの改善についてということであります。 

   提案をされた佐藤浩美委員、お願いいたします。 

○ 委員（佐藤浩美君）  お願いします。 

   ホームページについてですけれども、ほかの市のものを幾つか見たりする中で、甲州市

のホームページ、目的にたどり着くのにちょっとワンクリック、ツークリック多いかな

という感覚がありまして、例えば子育てというので、「甲州市 子育て」とか「富士吉

田市 子育て」とか、それから「笛吹市 子育て」とか、そういうふうに調べると、ま

ず例えばその画面に行くと、補助金とか、そういう支援がたくさん出てきたりするので

すよね。 

   皆さんそういう経験があるかどうか分かりませんけれども、そういうふうに移住者とか

若い方とかが調べるときに、何を調べたいのかなということの希望がすぐに出てくるよ

うなホームページのつくり方ができないものだろうかというふうに思うのですけれども、

ちょっと具体的ではないかもしれないのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 
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○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えいたします。 

   本市のホームページにつきましては、以前のものから令和２年にリニューアルをさせて

いただきました。リニューアルにより実現したといいますか、そのときに改善した点に

つきましては、カテゴリーの分類をより細かくして、目的の情報にアクセスをしやすく

したということ。また、同じ記事にたどり着くのに複数の切り口からたどり着けるよう

な構造として、利用される方の利便性を向上したということ。 

   それから、ホームページの上部に、それまでになかった検索窓を設置いたしまして、知

りたい情報を簡単に探せるようになったということで、その窓にキーワードを入力して

いただいて検索をしていただくと、それに関連する内容がホームページ上に記されるよ

うになったということ。 

   また、スマートフォンでの操作性を向上させたということで、一気に今までは下までス

クロールができなかったものを、スマートフォンの画面においても一番上から一番下ま

でスクロールができるようになって、閲覧がスムーズにできたということ。 

   それから、管理を簡単にしたということが、あと挙げられます。情報の更新等があった

場合にも課ごとに情報更新ができたりとか、組織が変更になった場合にも柔軟な対応が

可能になったというような内容で、５年前改善をさせていただいております。 

   委員がご指摘のとおり、ホームページ、よく使われる言葉、日進月歩というような言葉

が使われますけれども、それぞれの市がより市民の皆様をはじめ利用者に使いやすくす

るということでやっておりますけれども、うちのほうも５年たっておりまして、その辺

が指摘のような点であると思いますけれども、また大きな改善をしていく、リニューア

ルするということになりますと多額の予算もかかりますので、先ほど申し上げたとおり、

各課の判断により、課で修正したり、ホームページ上にお知らせしたりする内容を充実

させるですとか、公式ＬＩＮＥとの連携をさせて、情報の周知を強化するというような

ことを取り組みながら、さらに皆様に見ていただけるようなホームページになればとい

うふうに考えております。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  全面的にリニューアルするのはお金もかかって大変だと思うので

すけれども、ただ、先ほども申し上げましたように、甲州市の全体のホームページにま

ず行く、そして自分が調べたいことを検索窓のところに入力して押す、そしてその後、

そこへぱっと飛んでほしいのだけれども、そこでワンクリック、ツークリック、手間が
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かかるというイメージがどうしてもあるのですよね。 

   すぐにとは言いませんけれども、ぜひ、ほかの市の例えば子育て支援とか空き家とか、

そういうのを見ると、すぐに欲しい情報にたどり着けるという、そして自分が思ってい

なくても、ああ、こんなのもあるのだみたいな、そういうものがそこへ出てくるという、

そういうものがありますので、研究をしていただきたいというふうに思います。 

   私がいいなと思ったのは、農業者支援のところは、前よりすごく何かよくなったという

のかな、農林振興課でやっているのか、どういうことか分かりませんけれども、支援の

メニューが次から次へ出てくるというのがあって、それはすごく進歩したなというふう

には思っているのですけれども、そんなふうな、若い移住者とか若い方が調べるときに、

その方々が欲しい情報にできるだけ早くたどり着けるようなものに改善を、すぐとは言

いませんけれども、今後よろしくお願いします。 

   以上です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  要望ということでよろしいですか。 

○ 委員（佐藤浩美君）  はい。 

○ 委員長（平塚 悟君）  分かりました。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  今、佐藤委員がおっしゃっていた、北杜市、ＡＩチャットボッ

トを入れているのですけれども、甲州市はチャットボットを入れる予定はないですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えいたします。 

   委員のご提言のチャットボットの機能の導入ですけれども、機能を追加することはもち

ろん可能でございますけれども、導入には一定のコストが必要になってくるということ

があります。それから、一般的なＡＩ型のチャットボットと生成ＡＩ型のチャットボッ

トがあるというふうに思っておりまして、費用面においても差があるというようなこと

もありますので、それらのどちらがいいかというような検討も必要になってくると思い

ますので、チャットボットについては、当課においても検討が必要なことだなというふ

うにもう既に認識をしておりますので、さらに研究をしていきたいと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

   では、甲州市のホームページの改善についての質疑は打ち切りたいと思います。 

   次の項目に入ります。 
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○ 副委員長（土屋憲一君）  次の項目について、委員長を交代させてもらいます。 

   引き続きまして、消防団員の公務災害補償について、近年の実績、誤報対応ということ

で、平塚委員長、お願いします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  まず、消防団員の活動中における公務災害補償ということで、

先日、私もまだ現役の団員でありまして、勝沼地域で火災の出火報、団員にはメールで

送られてきます。出動したところ、誤報ということでありました。ただ、その誤報の最

中に、出動した団員が、まだ誤報ということが確定する前に車との接触事故があり、大

事には至りはしませんでしたが、１週間ほどの療養が必要という、そういう判断になっ

たということを聞きました。 

   そこのときに、車との接触だったので、相手方の任意保険を使って治療費に充てるとい

うことで先方との折衝で収まったというふうに聞いたのですけれども、こういったとき

に、本来であれば、優先順位として、出動の命令が出ている最中でありますので、本来

であれば公務災害補償というのが先にワークするべきではないかという認識を私は感じ

たところなので、ケース・バイ・ケースかもしれませんが、公務災害補償が働くケース

について、今回の事例を基に、どういう判断をされたのかというところでお伺いをいた

します。 

○ 副委員長（土屋憲一君）  志村総務課長、お願いします。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えをいたします。 

   委員がご指摘の事故の件につきましては当然把握をさせていただいております。誤報だ

ったということですけれども、当然出火報が出ての出動でありますので、それは当然公

務として取り扱うという形になります。 

   ただし、今回の公務における事故につきましては、まず第三者行為であるということ、

相手がいて、相手が車によって負傷させたということでありますので、本市の公務災害

の補償につきましては、山梨県市町村総合事務組合を通じて掛金を掛けさせていただい

て補償をさせていただいておりまして、その山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務

災害補償条例というものが制定をされております。 

   その中で、先ほど申し上げた第三者行為によって生じて受けた損害の補償につきまして

は、まず当該第三者から補償を受ける、それからその補償が受けられないような事態に

なった場合、例えば無保険であったり、そういう場合につきましては、次の公務災害と

しての災害補償の中から適用して補償していくというようなことに定められております
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ので、今回はその定めによりまして、けがをされた団員の方には、まずは事故を起こさ

れた方に補償していただくということで補償ができるという内容でしたので、優先をそ

ちらしていただいたところであります。 

○ 副委員長（土屋憲一君）  平塚委員長。 

○ 委員長（平塚 悟君）  かしこまりました。今回のケースは、市町村事務組合の条例等

に従って対処していただいたということで確認しました。 

   あともう一点、起きてほしくはないのですけれども、やはり出動現場において、様々な

災害に巻き込まれることもあるだろうし、また、今回のように、事故に遭ってしまうケ

ースもあるかもしれません。そういったところで、近年の実績の状況であったり、また

その対処、適正に対処されているとは思いますけれども、報告等できる案件がありまし

たらお願いいたします。 

○ 副委員長（土屋憲一君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えいたします。 

   近年の消防団員の公務災害の状況につきましてですが、各年度、件数が非常に少ないの

で、あまり細かいことまで言ってしまうと、ご本人が特定されるようなことにつながり

かねませんので、その点を含みながらお答えさせていただきます。 

   令和６年度につきましては２件、内容は熱中症、それから肉離れ、補償済みでございま

す。令和５年度につきましては１件のみ、骨折と打撲、これも補償が済んでおります。

令和４年度も１件、こちらは打撲、補償済みでございます。それから、令和３年につき

ましては、骨折２件、打撲が１件、これも補償は済んでおりまして、令和２年度につき

ましては公務災害が１件もなかったということでございます。 

   先ほど委員長のご指摘の交通事故の件につきましては、消防団の中でも話をしていただ

きまして、暗い時間帯でもあったということもあって、なるべく目立つような服を着る

とか、ベストをするとか、目立つような形を取って今後は対応していきましょうという

ことで情報共有をして、各分団長から部のほうに話が行っているような状況だというふ

うに思っております。 

   以上です。 

○ 副委員長（土屋憲一君）  平塚委員長。 

○ 委員長（平塚 悟君）  承知いたしました。消防団組織への通達は行っているというこ

とで、しっかりと総務課と共有を図っていただいて進めていただきたいと思います。極
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力事故がないようにということで、よろしくお願いいたします。 

   私からは以上となりますので、委員長をここで交代させていただきます。 

   次の質問事項に入ります。 

   大和町の日影地区に行く市民バスの運行時間の変更に関することについて、これは佐藤

浩美委員ですね。よろしくお願いします。 

○ 委員（佐藤浩美君）  お願いします。 

   大和地域の日影に行く縦断線ですかね、そこの運行時間、昨年、その前かな、ダイヤ改

正があったようなのですね。その後、ちょっとまた状況が変わって、子どもが通学をす

るのに使いたいということもあって、昨年の12月の議会の委員会で、有賀議員のほうから

もその旨の質問があったということを伺っています。 

   その後、私は、ついこの間このことを聞いたのですけれども、やはり熊が出てくるとい

うこともあって、子どもたちが通学に使いたいというふうに地域の人は思っているのだ

けれども、あるいは買物もですけれども、熊の関連でその辺のこともあって、学校のほ

うも、大和小学校のほうを通じて市のほうにお願いもしているのだけれども、その後ど

ういう見通しがあるか教えていただきたいし、これから、ダイヤ改正をしてそんなに年

がたっていないかもしれないですけれども、市民にとって、子どもたちの足という点と

安全という点で、大きなこともあるのかもしれないと思いまして、その見通しですね、

それを伺いたいと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  河村市民課長。 

○ 市民課長（河村 敬君）  お答えいたします。 

   大和地域を運行している甲州市縦断線は、令和６年11月にダイヤ改正を行っております。

このダイヤ改正につきましては、令和４年度に実施した市民バス利用実態調査における

利用者数の実績などを踏まえて、令和５年度から調整をはじめ、令和６年１月の地域公

共交通会議で承認されたことから、実施に至りました。令和４年度に実施した実態調査

で、共和から甲斐大和駅の朝の便はほぼ利用者がいないというところがありましたので、

それよりも、やまと天目山温泉を利用する乗客がほとんどだということが分かりました

ので、それに合わせてダイヤ改正をさせていただいたところでございます。 

   ダイヤ改正につきましては、国土交通省、陸運局の認可が必要でございます。私どもの

ほうでニーズを調査して、それから警察の安全確認等の調査もございます。それから、

甲州市地域公共交通会議に提案して承認をしてもらってから、関東運輸局山梨運輸支局
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への承認、それから許可と実施というような手順を踏んでおります。これは縦断線に限

らず、循環バス、それから民間の路線バス全てにおいて、やはり許可が必要なものです

ので、一定の時間を要するということになります。 

   通学に市民バスを利用するということについては、たまたまちょうどダイヤ改正と熊の

出没が重なった時期で、要望等もいただいたのですが、そういった経過でダイヤ改正を

した経過がございましたので、通学に市民バスを使うかどうかということについては、

教育委員会のほうと協議をしていただきたいというようなお話をさせていただいたと思

います。 

   以上でございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  では、通学に使うにしても、市民の一人なわけなのですけれども、

教育委員会と協議をしてもらいたいというふうに言ったのは、相手はどなたに、小学校

の保護者ですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  河村市民課長。 

○ 市民課長（河村 敬君）  お答えいたします。 

   区長をはじめ、大和小学校の学校運営協議会会長などから再検討を求める要望書の提出

も受けました。その内容については承知をしておりますが、この件については、通学路

上の課題であることから、市の教育委員会とご相談いただくよう要望書に対する回答書

を出させていただいたということでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  教育総務課長、それは去年のことで承っているという認識でい

いですか。教育委員会としてもその案件は、地元からの要望であったり、地元の団体か

らの要望、そういったことは承って、対応するとか検討するということはあるのでしょ

うか。 

   清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをさせていただきます。 

   ただいま市民課長からありました地区からの要望に関しましては、市長に直接手渡しを

するという状況でございました。その前に私どものほう、教育長のところにもおいでに

なって、これから行ってくるということで、承知はしてほしいということでございまし

た。 

   通学に関しまして、登下校に関しましては、基本的には保護者の方にお願いをしている



－３７－ 

という状況でございます。現状、デマンドバスを使って、登校等にお使いになっている

というところも承知はしているのですが、それに関しましても、大久保平の一部ですと

か平沢地区ですとか、ごく一部のところに限られているという状況でございます。 

   このことに関しまして、大和地区の通学路に関し、当課においては、勝沼中学校に通わ

れている生徒さんたちのためにスクールタクシーの運行を行っておりますので、その利

用もどうかというようなことで学校のほうにもご相談をさせていただいたところではあ

ります。ただ、やはり勝沼中学校の授業に合わせて運行時間は決められておりますので、

その利用ではやはり小学生にはちょっと早いというようなこともお話としていただいて

いるという状況でございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  すみません、遮ってしまって。 

   それで、要望を出した地元の人たちは、回答を待っている状況という認識ですか、それ

とも、そういうことで、もう市からの回答をいただいてご納得していただいている、こ

ういう状況でしょうか、そこの確認をさせてください。 

   河村市民課長。 

○ 市民課長（河村 敬君）  お答えいたします。 

   区長、大和小学校の学校運営協議会の協議会長等からの要望書につきましては、市民課

からは、通学路上の課題であるということから、市の教育委員会にご相談いただくよう

回答は済んでおります。 

   以上でございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  そこから先の話なのではないでしょうかね。先ほどスクールタク

シーを使ったらどうかというようなお話もあったのですけれども、それについての意見

交換というのですかね、区長さん、あるいは大和小学校の学校運営協議会の方とそうい

うお話はされているのでしょうか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   ただいま申し上げましたスクールタクシーをというお話に関しましては、学校長のほう

にお話をさせていただきました。学校長のほうに、最初は地区の区長会長さん、あるい

は学校運営協議会の会長さんからのご要望であったということが最初であったというふ

うに聞いておりますので、学校長のほうからそのお二人の方には改めてお話をするとい
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うことで、こちらは承知をしているところでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  結果は、教育委員会では、学校長から先方の対象となる保護者、

児童には、その報告の案件というのはまだ戻ってきていない、そのままになっていると

いうことですか。 

   清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えいたします。 

   大変失礼しました。学校長からの報告、昨年の状況でございますけれども、既に先ほど

の関係者の方に関しましてはお話をさせていただいたという状況でございます。その中

で、私、先ほど申し上げましたが、やはりスクールタクシーの時間では朝が早いと。そ

れに関しては、子どもさんも大変でありますし、送り出す保護者の方も大変だというよ

うなところで報告はいただいているところでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  通学方法についてということで、学校長の責任というのか、その

判断ということで、保護者あるいは地域の方、区長さんとか学校運営協議会の方は納得

をしていただいているのかもしれないのですけれども、ダイヤを改正するということは

大変手間もかかり時間もかかり大変なのだなということは、そう簡単には改正はできな

いのだなということは理解しましたけれども、子どもたちが学校に通うのを毎日親が送

り迎えをするということですよね。 

   そして、もう一つ伺いたいのは、新しいダイヤを改正したから、今度は乗る人はもう圧

倒的に人数が多いということになったのだろうかということが一つと、それから二つ目

は、子どもたちの登下校のことを保護者の責任でやるということについて、何ていうの

でしょうか、バスに乗れないという、市民福祉というか、何かそういうことで、そのま

まにしていいのだろうかという思いがあるのですけれども、二つ、ちょっとごめんなさ

い、質問がごちゃごちゃしましたけれども、一つ目の質問と二つ目の質問について分け

てお願いします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

   河村市民課長。 

○ 市民課長（河村 敬君）  お答えいたします。 

   利用者人数が伸びているかという質問だったかと思うのですが、令和６年11月にダイヤ

改正をいたしまして、今年度についてはまだちょっと集計中、今年度はまだ１年間で、
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今手元に数字がないので、通告もなかったので、お答えはできませんが、令和６年度末

までの経過でいうと、微増というようなことになっております。 

   ただ、これは令和４年度に実施した市民バスの利用実態調査を基に、大和地域の皆様の

声を基にダイヤ改正をさせていただいた、実際、朝の便については、乗車人数、すみま

せん、共和から甲斐大和駅までの朝の便は利用者がゼロだというところを基に協議をさ

せていただいたということをご理解いただきたいと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  確かにその時点ではゼロだったかもしれないのですけれども、そ

の後ですよね、熊の出没で、子どもだけではないようですよ、買物ですとか、そういう

方も使いたいという声があるということを聞いたのですけれども、状況が変わったとい

うことに対しては、そんなに簡単には変更はできませんというふうにしか言えないとい

うことですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  河村市民課長。 

○ 市民課長（河村 敬君）  お答えいたします。 

   熊の出没というイレギュラーな、季節的なものでございます。通年通して私どもは共和

から甲斐大和駅の利用状況を調査した結果、利用者がいないので、それであれば天目の

ほうの利用者に回そうという、充実をさせようということで判断させていただいたもの

でございます。大和地域の皆様の声に、要望に寄り添った対応をしたと思っております。 

   熊については本当に季節的なもので、出たからバス、そのために12か月そのダイヤで回

すのかというところもありますので、共和から甲斐大和駅に朝の７時46分の便が大和地域

の共和の皆様の買物の足になるかといえば、そういったことも、朝７時の便に乗って買

物に行くかといえば、そういったこともないかと思いますので、令和６年11月にダイヤ改

正をさせていただきました。 

   今年度の利用実績等も踏まえ、次期ダイヤ改正については、先ほど説明をさせていただ

きましたが、非常に時間がかかるものですが、声があれば検討していきたいと考えてお

ります。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  なかなか大変な手間もかかることで、簡単にはできないというこ

と、そして対応もそのようにしてくださっている、学校を通して区長さん、学校運営協

議会の方にもお伝えをして納得をしていただいていると、納得はどうか分かりませんけ
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れども、伝わっているということを確認しましたので、もし次の段階でやるのであれば、

ダイヤ改正を求めるのでしたら、大和地域の方の声をまとめてというふうな形でいって

ほしいという、そういうことで、分かりました。 

○ 委員長（平塚 悟君）  要望ということで重ねてお願いいたします。 

   この件に関してほかに質問は。 

   相沢俊行委員。 

○ 委員（相沢俊行君）  市民バスの運行を拡大、延長ということとは別に、一つお尋ねし

たいのは、通学路の管理、安全に、学校に子どもたちを通学させるというところで、学

校長、学校ですよね、の部分で、様々な通学の方法を、グループで行きましょう、この

道を通って学校へ来てくださいというふうな管理をしていると思うのです。それが一般

論として、車のみならず、一般的に何らかの事情で、そのいつもの通学路が使えなくな

った、あるいはそこに危険が先見されるというふうな場合には、一般的には学校長のサ

イドのほうで、父兄、それから地域住民と相談をして何らかの手だてを講ずるというふ

うな形になっているのでしょうか。その辺の対応の仕方はどこがどのようになっている

のか教えていただきたいのですけれども。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   通学路に関しましては、おっしゃるとおり、学校長が定めているものでございます。今

回、熊と別にしても、新たに例えば道路が開いたというようなこともございます。実際

にフルーツラインですとか新たな道が開かれたときに、通学路を変更するというような

ことも実際に行われてまいりました。基本的には、学校に通学するお子さんたちの住居

に合わせて、小学校であれば、班編成を組んで集団登校という形を今現在行っておりま

す。その集団登校の路線といいますか、どのように学校へ来るかということも併せて学

校長が定めているというものでございます。 

   例えば、工事があるとか、イレギュラーでそこを通れないというようなことも中には出

てくるかと思います。その際に関しましても、学校長が状況を把握し、子どもさんたち

あるいは保護者の方にそこは連絡を調整の上、通学路の変更をしているということで理

解をしておるところでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

○ 委員（相沢俊行君）  はい。 
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○ 委員長（平塚 悟君）  ほかにこの件に関して。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  大変ですね。学校に通うのに、もちろん保護者の方が送迎を今

されているのだと思いますが、何かしらちょっと解決策も少しは、あとはお任せします

というわけにはいかないと思うのですね。今現状１人だからというようなこともあるか

もしれないけれども、もしかしたら日影地区にすごくたくさん子どもが生まれて、そこ

から通う場合どうするのだという、要はみんな保護者が送っていますよということには、

私は行政としてこのままというわけにはいかないと思います。 

   ちょっと北杜市でひげじいという、ちょうど昨日私も調べていて、ボランティアで送迎

をしたり、それは介護なのですけれども、介護ボランティアで送迎を無償でしたりとか、

甲州市でもファミサポがあったりするので、そういうのをうまく活用してあげる、ファ

ミサポはもう少し低年齢が対象だったりするのですが、そういうのをうまく活用すると

いうことは考えられないですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   先ほど来の話になってきてしまって大変恐縮ですが、通学、それから下校に関しては、

基本的に保護者の方にお願いをしているところでございます。他地区の状況もやはりそ

こは考えていかなければならない、必ずしも大和町だけのことではないというふうに認

識しておりますので、そこは全市的なものの中で判断を下すべきかなというふうに思っ

ております。その方法に関してはどういった方法がよろしいのか、今言ったバスを使う

ことに関しましても、そのすべというか、ある程度限られているというふうにも考えて

おりますので、そんなことも含めて今後の検討材料かなというふうに思っております。 

   以上であります。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  もう一個、別角度からの提案で、今回、山梨市のほう、義務教

育学校ということで笛川中学校と笛川小学校が一緒になって、笛川中と笛川小それぞれ

にスクールバスがあって、それぞれの時間で運行していて、では今度統合したときはス

クールバスがそのままかどうか、ちょっと私もそこまでは分からないのですけれども、

学校の時間をそろえるのかということを考えていくのではないかなと勝手に想像してい

ます。 
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   やはり中学校と小学校の時間が違うからスクールタクシーもうまく利用できないという

のであれば、そこを合わせてあげるとか、そういうちょっと教育的な配慮というのも考

えるのは一個ではないかなとは思うのですが、山梨市の状況が分からないので何とも言

えないですが、そういうのも難しいですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   おっしゃるとおり、私も山梨市の状況はまだ把握しておりませんので、そこをどういう

ふうにするのかというのは全く分かりません。 

   本市におきまして、現状として大和小学校があり勝沼中学校があり、大和地区の小中学

生はそのように場所が分かれて登下校をしているという状況であります。山梨市の義務

教育学校は、基本的には１校の中で行っていく、あるいは今現在の笛川小学校と笛川中

学校、ひとまずその両方を使うというようなことも聞いております。その両校は割合近

いところにありますので、委員がおっしゃるようなことも可能かなというふうには思う

のですが、現在の甲州市の状況になりますと、大和小と勝沼中はやはりある程度離れて

いますので、そこを同じ扱いで運行ができるかと言われてしまうと、ちょっとそこは難

しい部分が出てくるかなというふうには思っております。 

   以上であります。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかにこの件に関してございますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ないようですので、この件に関しては以上とさせていただきま

す。 

   次の案件、議題は、教育委員会の会議録の公開についてということであります。 

   佐藤浩美委員、よろしくお願いします。 

○ 委員（佐藤浩美君）  教育委員会の会議録を時々見ているのですけれども、ホームペー

ジというか、検索しても、令和６年４月以降、４月が最後で、あとは公開されていない

のですけれども、今年度も教育委員会開催されていると思うのですけれども、昨年度も、

公開はしていただいているけれども、私がそこにたどり着けないのでしょうか。そうな

のですか。私は分かりません。すみません。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 
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   佐藤委員のご指摘のとおりでありまして、令和６年４月以降、現在というところで公開

がなされていないという状況でございました。そこに関しましては、情報公開を速やか

に行わなければならないということでございますので、私どもの失念しているところで

ございます。大変申し訳ございませんでした。 

   つきましては、本当に取ってつけたようで恐縮なのですが、昨日に本年度の分も併せて

公開をさせていただきましたので、ご確認をいただければと思います。 

   なお、その原因というか、どうしてそんなことになったのかというところですが、本当

に言い訳がましくて恐縮ですけれども、担当の職員の異動に合わせて、うまく引継ぎが

なされなかったことが要因かなというふうに思っております。そこのことに関しまして

は、課長であります私の責任でありますので、私の責任をもって、今後そういったこと

が起きないように、引き続き注意はしていきたいというふうに考えております。大変失

礼をいたしました。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  分かりました。ありがとうございます。 

   やはり会議をして速やかに公開されると、それを見て、また考えることもあるというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  要望ということで、よろしくお願いいたします。 

   ほかにこの件に関しまして発言はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかの担当課の、例えば審議会の公開の制度等もありますので、

速やかにほかの課のことに関しても公開できるものはしっかりと会議録等公開をしてい

ただくよう重ねてよろしくお願いいたします。 

   次の案件に入ります。 

   子どもたちの不登校、いじめの件数や内容についてということで、これも佐藤浩美委員

ですね。よろしくお願いします。 

○ 委員（佐藤浩美君）  10月30日の山日新聞、ほかの新聞もですけれども、全国的な学校

基本調査ですかね、その結果を受けて、山日新聞では、山梨県内の小中の不登校生が最

多で2,255人と、いじめは４年ぶりに減ったという記事があったわけですけれども、本市

の状況はいかがか、やはり気になるわけですよね。それについて、数や、増えているの

か減っているのか、そういうようなことを伺うことはできますか。 
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○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   佐藤委員からお話がありましたものに関しましては、令和６年度児童生徒の問題行動・

不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査というものが正式な名称でございます。これ

に関しましては国のほうで統計として調査を行っているものであり、佐藤委員おっしゃ

るとおり、10月30日付で国の数字、それから県の数字につきましては公表がなされたとい

う状況でございます。 

   全国的なものに関しましては、全国では、不登校に関しましては合計で約35万4,000人、

昨年度対比で2.16％の増であると。これに関しては12年連続で増加をしている状況という

ことでございました。 

   本市の状況でございますが、佐藤委員からは、一般質問あるいはこの委員会でも、細か

な数字をということで幾度となくご質問もいただいているところでございます。本市の

状況等に関しましては、パーセンテージだけで申し上げますが、不登校に関しては全体

で１％、僅かではありますが、１％の減少という形になっております。それから、いじ

めの問題に関しましても、若干ではありますが、やはり減少という状況でございます。 

   その際に、今回も数字に関してはご容赦いただきたいという中身でございますが、先ほ

ど申し上げたこの調査に関しましては、国の統計として調査をされているものでござい

ます。全国の状況を調査分析することによって、教育現場における生徒指導の一層の充

実を図ることがその調査の趣旨でございます。これに関しては統計法に基づく調査とい

うことになってまいりますので、その公表、調査結果を提供できるものというのが行政

機関等ということで限られております。また、公表する場合に関しては、文部科学省に、

こういった利用で公表するということで、あらかじめ利用申請もしなければならないと

いうことが決められておりますので、現状では数字に関しては公表していないという状

況でございます。 

   以上であります。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  文科省に利用申請をしなければならないということなのですね。

それは何かどこかにそういう文章というか決まりというか、何とかの規則というのがど

こかにあるのですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 
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○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   こちらに関しては、先ほど申したとおり、統計法という法律に基づいてのことでござい

ますので、そちらの中にそういったものがあるのではないかというふうに思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  私もこれは興味本位で言っているわけではないのですよね。やは

りみんなが考えなくてはいけないことだと思うし、子どもが少ない、子どもの数は減っ

ているのに、１％本市では減ったということですけれども、全国的に見ると、子どもの

数は減っているのに不登校の数は増えているという、ということは率が高くなっている

というか、そういうことだと思うのですよ。 

   そして、やはり学校に来て学ぶということは物すごく大事なことで、一生のこと、そし

て、あるいは地域社会にとっても、子どもたちが、何ていうのかな、成績というよりも、

基本的な常識を身につけたり、仲間と一緒に活動するということが、人として育ってい

く大事な基礎をつくる時期にそのことを逸してしまうということの損失というのが大き

いというふうに思うので、このことを私は結構聞いているのですけれども、そんな思い

でやっています。 

   そして、すみません、一つ伺いたいのは、いじめというのは、中身はそんなに深刻なも

のはあまり本市ではないというふうに判断してもいいのかどうか、それとも結構深刻な

いじめもありますよということか、それだけ伺わせてください。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   まず、このいじめに関しましては、第三者委員会等々に関して協議をすべき事案という

ところで、例えば身体に影響があるもの、あるいは30日以上の不登校になってしまったも

のといったところが法律上決められております。昨年度の状況に関してだけでございま

すが、両方に該当するものはないということで承知をしているところでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

   ほかにこの件に関して質疑はございますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、この件に関しては以上で閉めさせていただきます。 

   次の案件に入ります。 

   塩山中学校へ学校が統合後の子どもたちの様子についてということで、これは佐藤浩美
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委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  続けてお願いします。 

   塩山北中学校から塩山中学校へ本格的にというか統合されたわけですけれども、やはり

小さい学校から大きな学校へという中で、子どもたちの状況はどのように把握されてい

るかということを伺いたいと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   まず、塩山北中学校から塩山中学校に本年４月に編入してまいりました生徒でございま

すが、２年生が５名、３年生が６名、合計で11名でございます。また、１年生につきまし

ても、旧塩山北中学区の生徒さんたちも塩山中学校に通い始めたと。先ほどありました

が、スクールバスの運行も始めたところであります。また、新たに、１年生に関しては、

制服あるいは体育着等の学校指定品に関しましても変更をさせていただいたというふう

なところでございます。 

   大きな変化がありましたので、１学期を過ごしていただいた２学期の初日であります８

月22日付で、全生徒、特に塩山北中学校からということではなくて、塩山中学校に通われ

ている全生徒さんを対象に、学校生活での困り事、あるいは人との関わり方についてど

うかというようなことで、困り事はあるかというようなことでアンケート調査を行わせ

ていただきました。 

   その中で、塩山北中学校とルールがやはり多少なりとも違うとか、人と人との関わりが

増えた、それは逆によかったというようなご意見をいただいたというところでございま

す。課題となったところ、例えば先ほど言った塩山北中学校と学校のルールが違うとい

うようなことに関しましては、学校長を通じ学校のほうにも情報提供をさせていただい

て、その解消に既に努めたという状況でございます。 

   また、保護者の方からは特段今のところまで大きな要望等はないのですが、４月当初に

スクールバスの運行を始めさせていただきました。その際に、バスの運行時間が実際の

ダイヤと違うのではないかというようなところでご意見が寄せられて、そのことに関し

ては委託業者との協議を行いまして、既に解消をさせていただいているという状況でご

ざいます。 

   ただいま申し上げたとおり、２学期の冒頭に子どもさんたちには状況の調査をさせてい

ただいたという状況でございます。 
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○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  アンケート調査をして、ほぼ人との関わりが増えてよかったとい

うようなことだったということですけれども、ルールが違うということを、違ってそれ

に戸惑っているということについて、学校のほうで学校長を通じて何らかのことをなさ

った、それで解消したというふうにおっしゃいましたけれども、どのようなことでそれ

が解消に至ったのかということは分かりますか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   生徒さんからは、先ほど申し上げたとおり、学校のルールが違うということだけで私ど

もにはアンケートの回答が戻ってまいりましたので、具体的なところに関してはやはり

学校現場でないとちょっと分からない部分もありましたので、その旨、学校長にもお話

をさせていただいて、そこは具体的にどういった内容なのかということも含めて聞き取

りをさせていただいて、その中で、こういうことだねということで、学校、先生方と当

該生徒さんとのやり取りを行う中で、対話を重ねる中で、そこの解消に努めたというこ

とで理解をしております。 

○ 委員長（平塚 悟君）  内容についてはというところで、納得をいただいてもらいたい

と思います。 

   よろしいですか。 

   佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  このアンケートは教育総務課が集計したのですか、学校で見てで

はなくて。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   今回のアンケートに関しましては、教育委員会主導で行いました。各生徒が持っていま

す１人１台パソコンの中で、データとしてこちらから送付をし、その集計も当課におい

て行いました。その集計、合わせたもの、そういった細かな各個人から頂いたものに関

しましても、そのまま学校のほうにはお戻しをさせていただいて、学校の中で協議を進

めていただいたという中身でございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤浩美委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  ありがとうございます。とても教育総務課でやってくださったの
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だったら学校としてはきっとありがたかったのかなと思いますけれども、私はこのこと

は本来学校の中でやることなのではないかなと、子どもたちの顔を見ながらやるのでは

ないかなというふうに思います。感想です。すみません。 

   以上です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、この件に関しましてほかに質疑のある委員はいらっしゃ

いますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、以上でこの件については閉じさせていただきます。 

   では、次が塩山中学校のスクールバスの使用についてということであります。 

   小林真理子委員、お願いいたします。 

○ 委員（小林真理子君）  塩山中学校のスクールバスの、市内小中学校、校外学習だとか

部活に使っていただいているということで、今回ちょっと予算も足りなくて補正予算が

組まれているので、事前審査にならない程度でちょっと質疑させていただければと思っ

ています。 

   内容としては、市内の小中学校が校外学習で活用していただいて、随分前にも市の庁用

バスをもっと貸し出してやってほしいというようなことを一般質問させていただいたこ

とがあって、これだけ活用してもらっているのはいいことなのですが、ちょっと中学校

の部活によっては、スクールバスを部活の遠征だとかで使いたくても使えなくてという

状況があるようで、そういう場合というのは庁用バスを貸し出したりしていただいてい

るのですか。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをいたします。 

   塩山中学校のスクールバスに関しましては、旧塩山北中学校区の在住の生徒の通学手段

確保のため、本年４月７日、学校が始まった日でございますが、その日から運用を開始

したところでございます。スクールバスに関しましては、登下校時の利用に影響がない

範囲、具体的には午前８時から午後３時の間におきまして、市内小中学校の学校教育活

動に利用をしているという状況でございます。 

   本年９月までの利用状況といたしましては、塩山中学校での部活動等の利用が1,972時

間、他校の利用が457時間でございました。他校利用の主なものということでございます

が、小学校については、甲府・峡東クリーンセンターあるいは東山梨消防本部等の社会
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科見学、あるいは学校間の交流で、ちょっと先ほどありましたが、Ｂ＆Ｇプールでのプ

ールの授業等に利用をしていただいているということで、非常に多岐にわたっている状

況でございます。 

   昨年度の状況から今後の利用状況を予測してまいりますと、塩山中学校が1,944時間で

他校が268時間というような見込みでございます。他校の状況ですが、昨年度はスケート

教室ですとか遠足等の活動に使っておりますので、今後につきましても、そういった状

況でお使いをいただければなというふうに思っているところでございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  庁用バスの使用のことについては、見解を。 

   清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  失礼いたしました。 

   庁用バスに関しましては、学校の生徒さんだけではなくて一般の方にも広く利用してい

ただいているという状況でございます。その中で、バスですので、ある程度人数がまと

まってということで、15人以上の利用に関しては貸し出すということが決められておりま

す。それに基づいて、学校現場に関しましても、そのルールに基づいて貸出しをやはり

していかなければ、ほかとの均衡が出てまいりますので、そのルールに基づいて、先ほ

ど言った午前８時から午後３時ということでスクールバスの活用はできますが、それ以

上に延びる場合、あるいはもっと早くに利用しなければいけない場合に関しては、そち

らの利用をお願いしているという状況でございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  小学生もスクールバスに乗れたと言って喜んでいて、すごくき

れいなバスに乗れたんだよと言って得意げに話してくれたこともあって、これだけ活用

してもらっているというのはすごくいい状況だとは思うのですが、できるだけ、15人以上

ということがあって、庁用バス、優先的に使ってくださいということではないとは思う

ので、スクールバスが前提で、土日の部活の遠征であるときに、できれば、それでもス

クールバスが埋まっていて使えないという場合は、庁用バスをできるだけ貸してほしい

という要望もあったりするので、ちょっとまた柔軟に、ぜひ、15人ということがあるので、

そういうところも考えながら、そういうところ、ちょっとゆとりを持たせてほしいなと

いう要望です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  清水教育総務課長。 

○ 教育総務課長（清水 修君）  お答えをさせていただきます。 
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   スクールバス、それから庁用バスに関しましても、本当に多くの方々に使っていただい

ている、学校現場はもちろんですが、庁用バスに関しては、多くの方、一般の方にもお

使いをいただいているという状況でございます。 

   先ほど言ったとおり、学校現場だけではなかったり、様々な状況がございますので、そ

の辺の対応に関してはまた担当課とも協議は進めさせていただければというふうに思い

ます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  この件に関しましてほかに質疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  なければ、この件は閉めさせていただきます。 

   次に、子どもの文化発表の場づくりについてです。 

   これも小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  子どもの文化発表の場づくりについてということで、ちょうど

先々週ぐらいにＣＡＴＶをたまたま見まして、子どものパフォーマンス発表会という、

８月に行われたのを見たのですが、すごくいい活動だなと思って、ちょうどチラシを見

せていただいたら、後援ということで教育委員会が入っていたので、今回、ぶどうの丘

でやった、ちょうど観光の繁忙期であって、駐車場が大変だったのだということを伺っ

たので、今度、後援しているのであれば、例えば甲州市民文化会館でやって、もう少し

広くいろんな団体を集めて発表会をしてあげるというようなことを考えるのはいかがか

なと思いまして、ちょっと提案です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林生涯学習課長。 

○ 生涯学習課長（小林好彦君）  お答えをいたします。 

   そのような発表の場として市民文化会館をということでございますけれども、当然、申

込みがあって、それが利用できる状況であれば、それを拒むものではございませんので、

教育委員会も後援するということであれば、早めにご連絡をいただければ、状況の中で

適切に判断してまいりたいと思います。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  とてもいいなと思いました。この間、福祉まつりでも、幼稚園

生、保育園、市内の保育所の皆さんが発表していたり、そういうのをまとめて一回発表

して、市民の方にも知っていただくとか、保護者にも集まっていただいて子どもの発表

の場を設けるというのも、これは民間でやっていたのですけれども、市が主体でやるの
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もいいのではないかなと。カラオケもいいですけれども、そういうほうがほんわかする

なと私は思いました。 

○ 委員長（平塚 悟君）  要望でよろしいですか。 

○ 委員（小林真理子君）  はい。 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかにこの子どもの文化発表の場づくりについての質疑はござ

いますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ないようですので、この件については以上とさせていただきま

す。 

   次は多目的倉庫の今後についてですね。 

   小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  すみません、連続で。 

   多目的倉庫を片づけていただいたというのは、前期の総務文教常任委員会のその他の会

議録を見たのですが、今後、多目的倉庫をどのようにしていくのか、まだ入っているよ

うなので、その入っているものをどうしていくのかというのをお伺いします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  田口財政課長。 

○ 財政課長（田口 俊君）  お答えいたします。 

   ご質問の多目的倉庫でございますけれども、委員ご承知のとおり、現在は生涯学習課に

おきまして文化財の資料等保管場所ということになってございます。その資料等でござ

いますが、令和６年度に選別、整理を行いまして、現在は文化財としての価値があるも

の、また必要とされるもののみが倉庫に保管されているといった状況でございます。 

   今後につきましては、これはあくまでも現時点の予定でございますけれども、現在、大

和地域に休止となっている施設、自然学校というものがございますが、その施設を倉庫

として活用するという方向性が、計画がございますので、まずそこへ移動をさせたいな

というふうに考えております。そのための経費につきましては、令和８年度の予算に計

上できればというふうに考えているところでございます。文化財の資料につきましては、

多目的倉庫だけではなくて、市内の施設に点々と置いてある状況でございますので、そ

この移転等も含めて予算計上ができればと思っている状況でございます。 

   ただし、大和地域の施設につきましても、現在休止ではございますが、まだ条例で廃止

をしているものでもございませんし、また、令和８年度の予算も審議前ということでご



－５２－ 

ざいますので、繰り返しになりますが、あくまでも現在の計画ということでご理解いた

だければと思います。 

   そういった全てが整いまして倉庫内のものが移転できたという状況に、方向性になりま

したら、次は倉庫自体をどうするのかというところを協議検討していきたいというふう

に考えております。 

   以上です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  生涯学習課のほうでも大変な作業だったと思います。すごく雑

然と物がいっぱいあったので、整備していただいて、しかるべきところへきちんと収め

るというか、移動する、整理をするのは大事なことで、まだ多分整理しなければいけな

いところはほかにありますよね、生涯学習課で、点在している。深沢分校もいっぱい入

っていますし、どこかへ移動していくということについても、本当に全部やるなら一遍

にやってしまったほうがいいと思うので、まだ手つかずのところは、ちょっと大変だと

思いますけれども、生涯学習課、頑張ってください。 

○ 委員長（平塚 悟君）  いいですか、方向性の確認はよろしいですか。 

○ 委員（小林真理子君）  はい。 

○ 委員長（平塚 悟君）  では、この件について、佐藤照幸委員。 

○ 委員（佐藤照幸君）  小林委員には多目的倉庫のことを取り上げていただきましてあり

がとうございます。 

   何分まだ勉強不足で、この多目的倉庫のことはよく分からないので、この入れてあるも

のとか場所などもちょっと詳しくご説明していただければありがたいのですけれども、

よろしくお願いいたします。 

（「休憩をお願いします」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１７分 

─────────── 

再開 午後 ２時１７分 

○ 委員長（平塚 悟君）  再開いたします。 

   田口財政課長。 

○ 財政課長（田口 俊君）  お答えをさせていただきます。 
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   場所につきましては、塩山神金地区にございます大久保倉庫というものになるのですけ

れども、現在の中につきましては、文化財の資料ですとか、古い器具ですとか、そうい

うものが山積みになっている、と言うとちょっと表現が大変失礼ですけれども、なって

いたものを令和６年度にかなり整理をしていただいて、現在はもう必要なもののみの保

管場所ということになってございます。 

   以上です。 

○ 委員長（平塚 悟君）  佐藤照幸委員。 

○ 委員（佐藤照幸君）  ありがとうございました。 

○ 委員長（平塚 悟君）  よろしいですか。 

   ほかにこの件についての質疑等はございますか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（平塚 悟君）  ほかに質疑はないようですので、以上で総務文教常任委員会の

その他の件については…… 

（「委員長、追加の」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  そうでした、すみません。１件追加がありましたので、多目的

倉庫の今後については質疑を打ち切ります。 

   あと１点、休憩中に追加のその他の案件がありましたので、小林真理子委員、お願いい

たします。 

○ 委員（小林真理子君）  おとといの一般質問でも簡易トイレというのが渡邊議員の質問

の中で出てきまして、災害用の、県の防災訓練に参加したときに、あるブース、そうい

う簡易トイレなのか置いてあるところで、この簡易トイレとの、ラップ式の簡易トイレ

の詰め替えのものというのは、甲州市は大丈夫ですかということを聞かれまして、ブー

スのほうで、廃番になっているものもあるということも聞いたので、そういう詰め替え

のラップ式の簡易トイレ、そういう詰め替え物は今どういうふうに管理されているのか、

ちょっとお願いします。 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  お答えをいたします。 

   お尋ねの災害時の簡易トイレのうちラップ式のものにつきましては、本市で24基所有を

しておりまして、トイレ本体につきましては、既に確認をしたところ廃番になっており

ますが、その入れ替えるラップにつきましては、汎用性がありますので、その本体であ
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っても今後買い増しして使えるという状況を確認しております。 

（「すみません」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（平塚 悟君）  志村総務課長。 

○ 総務課長（志村裕喜君）  失礼いたしました。 

   今の説明は、ラップ式トイレの廃番になったもので、それ以外にもラップ式のトイレを

あと33基所有してございます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  小林真理子委員。 

○ 委員（小林真理子君）  防災備蓄の関係はいつも質問させていただいて、丁寧に調べて

いただいているので、状況は把握しました。 

   このラップ式も、詰め替えが廃番になっていて使えなくなったら何にもならなくなるの

で、そういうところも丁寧に見ながら、また今後も管理していっていただきたいと思い

ます。 

○ 委員長（平塚 悟君）  それでは、総務文教常任委員会のその他の件については以上で

質疑を打ち切ります。 

   以上で総務文教常任委員会を散会いたします。 

   最後に、副委員長に挨拶をお願いいたします。 

○ 副委員長（土屋憲一君）  お願いします。 

   当委員会に審査を付託された件、計８件、質問９件、追加の件１件、全て審査を終わり、

これから年度の後半に向けて活動が始まるかと思いますが、市民の皆さんにさらに信頼

がおける活動ができるようにぜひよろしくお願いします。 

   以上で総務文教常任委員会を閉じたいと思います。 

   ありがとうございました。 

〔散会 午後 ２時２１分〕 

 

 


